
第81回
定時株主総会招集ご通知

議 案 第1号議案  取締役8名選任の件
第2号議案  監査役2名選任の件

2026年6月24日（水曜日） 午前10時日 時
大阪市北区梅田二丁目4番9号
ブリーゼタワー7階
サンケイホールブリーゼ

場 所
当社ウェブサイト：
https://www.nipponham.co.jp/
corporate/ir/events/generalmeeting/

※ 本定時株主総会において、お土産のご用
意はございません。

※ 本定時株主総会において、お土産のご用
意はございません。

インターネット又は書面による議決権行使期限
2026年6月23日（火曜日）午後5時

証券コード  2282
日本ハム株式会社

議決権行使も
スマートフォンで簡単
議決権行使書の右下に記載された
「QRコード」を利用
※�「QRコード」は株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

ログインＩＤ
仮パスワード

1.
2.

3.

見本
見本

https://www.nipponham.co.jp/corporate/ir/events/generalmeeting/


⃝�電子提供措置事項のうち、以下につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付す
る書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

　　①事業報告の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況・会社の支配に関する基本方針
　　②連結計算書類の連結持分変動計算書・連結注記表
　　③計算書類の株主資本等変動計算書・個別注記表
⃝�電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

⃝�決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載さ
せていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本年4月1日付にて社長を拝命いたしました前田文男でございます。
ここに、当社第81回定時株主総会招集ご通知をお届け申し上げます。
昨年度、当社グループは、Vision2030「たんぱく質を、もっと自由に。」の実現に向け
挑戦と共創をキーワードに、国内外のさまざまなパートナーとの連携を深めながら、
新たな成長ステージに向けた取り組みを進めてまいりました。
ライフスタイルや価値観が多様化し、食に求められる役割も大きく変化する中、当社グ
ループは、食のインフラを担う企業として、安全・安心なたんぱく質を安定的にお届け
する責任を果たすとともに、その先にある心と体の健康や新しい食体験を提供するた
めに、これまでの常識にとらわれない「攻めの経営」へと舵を切ってまいります。また、

「中期経営計画2026」で掲げる構造改革・成長戦略・風土改革の三位一体の全社戦略
を着実に推進し、生産から販売までのバリューチェーン全体で価値の最大化を図ってま
いります。
当社グループが目指すのは、「どこにもない、誰も真似のできない存在」として、食を通じ
た唯一無二の強みを活かした価値を社会にお届けすることです。こうした価値創造の源
泉は、従業員一人ひとりの挑戦する心にあります。多様な人財が意欲と誇りを持って活
躍できる環境づくりを進め、持続的な成長と企業価値の向上につなげてまいります。
第81期の業績については加工事業における構造改革の進展、食肉事業における国内
鶏事業、豪州事業の大幅伸長、ボールパーク事業の躍進等の影響もあり、目標を大き
く上回る結果となりました。
今年度は「中期経営計画2026」の最終年度として掲げた目標の完遂を目指していく所
存です。
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上
げます。

2026年６月

https://www.nipponham.co.jp/
corporate/ir/events/generalmeeting/

日本ハム株主総会 検 索

電子提供措置に伴うウェブサイト記載事項等

株主の皆様へ

代表取締役社長 前�田�文�男
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当社グループは、「中期経営計画2026」に掲げる「構造改革」「成長戦略」「風土改革」の三位一体の戦略を着
実に推進してまいります。当社の唯一無二の強みを最大限に生かし、次のステージを見据えた「攻めの経営」を
通じて新たな未来を切り開くとともに、将来の飛躍に向けた成長基盤を構築してまいります。
昨年度は、構造改革において加工事業本部の商品構成の改善や最適生産体制の見直しを進めました。成長戦略

においては、シャウエッセンや桜姫などのブランド強化を進めるとともに、収益性を伴うトップラインの拡大に
注力してまいりました。また、今年度より、ボールパーク事業の成長加速に向けて「スポーツ・エンターテイメ
ント事業部」を新設いたしました。これにより、Fビレッジを起点としたさらなる街づくりの進展や、食とスポ
ーツの連動による価値拡大を図り、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。
風土改革については、昨年度より、従来のコンプライアンス活動を「働きがい活動」へと進化させ、自立した

コンプライアンスに基づく働きがいのある職場づくりを通じて、挑戦する組織風土の醸成を進めております。
これらの取り組みを通じて、『中期経営計画2026』の最終年度となる2027年3月期において、事業利益610億円、

ROE7.2％、ROIC5.3％を経営目標として掲げ、その達成を目指してまいります。

ニッポンハムグループ　中期経営計画2026　全体構想

資本コストを上回るリターンの追求と資本最適化施策の推進

ビジネスモデル変革に向け
取り組む3つのテーマ

ROIC経営再構築

マテリアリティ実践を
通した社会課題解決

事業価値向上

企業価値の
最大化

社会価値向上

事業戦略

サステナビリティ戦略

財務戦略

構造改革 成長戦略

風土改革
挑戦する組織

既存の価値強化 新たな価値の創造

価値を生み出す基盤づくり

中期経営計画2026　進捗

（単位：百万円） （単位：百万円）

事業利益売上高

1,370,5531,303,432

第79期 第80期 第82期
計画

44,939

第79期 第80期

42,540

第82期
計画

第81期
当期

第81期
当期

中 期 経 営 計 画 中 期 経 営 計 画

61,0001,500,000 68,3421,457,391
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記
１． 日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時（受付開始予定時刻：午前９時）
２． 場 所 大阪市北区梅田二丁目４番９号

ブリーゼタワー７階　サンケイホールブリーゼ
３． 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第81期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、
連結計算書類及び計算書類の内容報告の件

２．会計監査人及び監査役会の第81期連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項

第 １ 号 議 案 取締役８名選任の件
第 ２ 号 議 案 監査役２名選任の件� 以　上

証券コード　2282
2026年６月２日

株　主　各　位
大阪市北区梅田二丁目４番９号

代表取締役社長 前 田 文 男

第81回定時株主総会招集ご通知
拝啓　株主の皆様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第81回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措
置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.nipponham.co.jp/
corporate/ir/events/generalmeeting/

東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.
do?Show=Show

　電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。上記の東証
ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「日本ハム」又は「コード」
に「2282」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

　なお、当日ご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数な
がら電子提供措置事項に記載の株主総会参考書類をご検討いただき、４頁記載の「議決権行使についてのご案内」
に従って、2026年６月23日（火曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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議決権行使についてのご案内

当日出席される方へ

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください。

1.�インターネットと書面により、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効としてお取り扱わせていただきます。
2.�インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権電子⾏使プラットフォームについて
機関投資家の皆様へ
議決権行使の方法として、株式会社 ICJ が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

株主総会開催日時

2026年6月24日（水）
  午前10時【受付開始予定時刻：午前9時】

書面により議決権を⾏使される方へ
同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示のうえ、ご投函ください。

なお、各議案につき賛否の表示のない場合は、
賛成の意思表示があったものとして
取り扱わせていただきます。

行使期限

2026年6月23日（火）
午後5時到着分まで

インターネットにより議決権を⾏使される方へ

下記の
「インターネットによる議決権行使について」
をご参照のうえ、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月23日（火）
午後5時締切

インターネットによる議決権⾏使について

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブ
　の登録商標です。

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

ログインＩＤ
仮パスワード

1.
2.

3.

ログイン用
QRコード

見本

QRコードを読み取る方法

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ ヘルプデスク）

　   0120－173－027
（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

インターネットによる
議決権行使で

パソコンやスマートフォンの
操作方法などが
ご不明な場合は、

下記にお問い合わせください。

21

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

ログインID・仮パスワードを入力する方法
1 議決権行使サイトに

アクセスしてください。

見 本

議決権行使書副票（右側）
に記載のQRコードを読み
取ってください。

以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

3 以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

2 議決権行使書用紙に記載された
「ログインID・仮パスワード」を
入力してください。

https://evote.tr.mufg.jp/
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当日ご来場いただけない株主様にも株主総会の模様をご覧いただけるよう、以下のとおりインターネットで
ライブ配信いたします。

＜ライブ配信ご視聴にあたってのご注意事項＞
□　ライブ配信をご視聴される株主様は、当日会場にご出席いただく場合と異なり、当日の決議にご
参加いただくことができません。インターネット又は書面により事前の議決権行使をお願い申し
上げます（４頁をご確認ください）。また同様に、当日の審議の際にご質問及びご意見を承ること
ができませんので、ご注意ください。

□　ご使用のパソコン及びインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけ
ない場合があります。

□　ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
□　撮影、録画、録音、保存及びSNS等での公開はご遠慮ください。
□　株主ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
□　ご出席される株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席及び役員席付近の
みとさせていただきます。

□　インターネット環境や機材トラブルその他の事情により、やむを得ずライブ配信ができない、ま
たは中断する場合があります。

1 以下のウェブサイトにアクセスしてください。

2  株主ID及びパスワードを入力する画面が表示されますので、以下の
株主ID及びパスワードをご入力ください。

3  画面上の注意事項をご確認いただき、「視聴する」ボタンをクリックし、
ご利用ください。

配信日時 	2026年６月24日（水曜日）午前10時～株主総会終了時刻
� （配信ページは午前9時30分よりアクセス可能です。）
配信ウェブサイトURL　https://2282.ksoukai.jp

株主ＩＤ 	お手元の議決権行使書用紙に記載されている株主番号（８桁の数字）
	 ※議決権⾏使書用紙ご返送の前に株主番号をお控えください。
パスワード 	お手元の議決権行使書用紙に記載されている郵便番号（ハイフンを除いた７桁の数字）

 ライブ配信に関する 
お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、右記の窓口へ 
お問い合わせください。

株主番号及び郵便番号について
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

0120-094-777
受付時間：平日午前９時～午後５時
　　　　　土日祝日等を除く

ライブ配信の視聴について
株式会社ブイキューブ

03-6833-6871
受付日時：６月24日（株主総会当日）
　　　　　午前９時～株主総会終了まで

株主総会ライブ配信のご案内
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（ご参考）議案のポイント

　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役４名を含む
取締役８名の選任をお願いするものであります。

第１号議案　取締役 8 名選任の件

候補者
番号 氏名	　　　 当社における地位及び担当　　　　 取締役会

出席回数

1 再 任 井
い

　川
かわ

　伸
のぶ

　久
ひさ

取締役会長�取締役会議長 19回／19回
（100％）

2 再 任 前
まえ

　田
だ

　文
ふみ

　男
お

代表取締役社長（社長執行役員） 19回／19回
（100％）

3 再 任 秋
あき

　山
やま

　光
こう

　平
へい

取締役（専務執行役員）
総務部、広報・サステナビリティ部、秘書室、
コーポレートコミュニケーションプロジェクト・
あるべき経営体制プロジェクト担当

19回／19回
（100％）

4 再 任 山
やま

　崎
さき

　徳
とく

　司
し

社 外 	 独立役員 社外取締役 19回／19回
（100％）

5 再 任 宮
みや

　崎
ざき

　裕
ひろ

　子
こ

社 外 	 独立役員 社外取締役 19回／19回
（100％）

6 再 任 小
こ

山
やま

正
まさ

彦
ひこ

社 外 	 独立役員 社外取締役 14回／14回
（100％）

7 新 任 朝
あさ

山
やま

晃
てる

行
ゆき 執行役員

経営戦略部、経理財務部、中計プロジェクト担当 ―

8 新 任 大
おお

谷
たに

弘
ひろ

子
こ

社 外 	 独立役員 　 ―

（注）� １．小山正彦氏の取締役会出席回数については、2025年６月25日の就任以降に開催された取締役会を対象としております。
� ２．大谷弘子氏は、戸籍上の氏名は前田弘子でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。

社内取締役
4名

社外取締役
4名

4名／8名中
50.0％

男性取締役
6名

女性取締役
2名

2名／8名中
25.0％

［取締役会の多様性］
■ 社外取締役の比率 ■ 女性取締役の比率

第２号議案　監査役２名選任の件
　監査役田澤信之氏は、本総会終結の時をもって退任し、監査役西山　茂氏が任期満了となります。つきまして
は、改めて監査役２名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監
査役会の同意を得ております。
候補者
番号 氏名 当社における地位 取締役会	

出席回数
監査役会	
出席回数

1 再 任 西
にし

　山
やま

　　茂
しげる

社 外 	 独立役員 社外監査役 19回／19回
（100％）

19回／19回
（100％）

2 新 任 長
は

谷
せ

川
がわ

　佳
よし

孝
たか

アドバイザー ― ―
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役４名を含む
取締役８名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。そのうち社外取締役候補者につきましては、東京証券取引所が定め
る独立役員の要件を満たしております。また、当社は、18頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」と照合の
結果、社外取締役候補者が当社からの独立性を有していると判断しております。
　なお、取締役候補者の選任につきましては、役員指名検討委員会での答申を受けております。当委員会は、過
半数を独立社外役員で構成し、かつ独立社外役員である取締役を委員長とする任意の委員会であります。

取締役8名選任の件第１号議案

1
候補者番号

再 任

井
い

川
か わ

	伸
の ぶ

久
ひ さ

生 年 月 日 1961年４月５日生
所有する当社株式の数 9,653株
取 締 役 在 任 期 間 ８年
取締役会出席回数 19回／19回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月　�当社入社
2007年３月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部フードサービス政策室長
2008年４月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部フードサービス企画室長
2013年３月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部関西フードサービス部長
2015年１月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部関西フードサービス部長、
関東フードサービス部長

2015年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部
フードサービス事業部長

2016年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部
フードサービス事業部長、デリカ部長

2017年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部
フードサービス事業部長

2018年４月　�当社常務執行役員加工事業本部長
2018年６月　�当社取締役（常務執行役員）加工事業

本部長
2020年４月　�当社代表取締役（専務執行役員）加工

事業本部長
2021年４月　�当社代表取締役副社長（副社長執行

役員）加工事業本部長、新規事業推
進担当

2022年４月　�当社代表取締役副社長（副社長執行
役員）経営企画本部長、中央研究所
担当、新規事業推進担当、北海道プ
ロジェクト推進担当

2023年４月　�当社代表取締役社長（社長執行役員）
2026年４月　�当社取締役会長�取締役会議長（現任）

取締役候補者とした理由
井川伸久氏は、当社取締役に就任して以来、加工事業本部長、代表取締役副社長経営企画本部長、中央研
究所担当、新規事業推進担当、北海道プロジェクト推進担当を歴任した後、2023年4月からは当社代表取
締役社長として事業運営を牽引いたしました。また、2026年4月以降は当社取締役会長として取締役会議
長を務め、社外取締役の積極的な関与と意見・提言を促すことに加え、企業理念の実現に向けたマイルス
トーンとなるニッポンハムグループ「Vision2030」を実現すべく、「中期経営計画2026」に基づく諸施
策の監督を通じ、当社グループの一層の発展に寄与しており、取締役としての職責を果たしております。
豊富な職務経験や知見を取締役会長として監督機能強化に活かし、今後も当社グループのコーポレート・
ガバナンス向上に適切な人財と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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2
候補者番号

再 任

前
ま え

田
だ

	文
ふ み

男
お

生 年 月 日 1965年11月30日生
所有する当社株式の数 10,116株
取 締 役 在 任 期 間 ６年
取締役会出席回数 19回／19回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月　当社入社
2002年10月　�（株）スエヒロレストランシステムへ

出向、同社代表取締役社長
2010年３月　�当社食肉事業本部国内食肉事業部国

内ポーク部長
2012年３月　�当社食肉事業本部国内食肉事業部国

内ポーク部長、国内商品部長
2012年６月　�当社食肉事業本部国内食肉事業部国

内ポーク部長、国内商品部長、油飼
副産部長

2013年４月　�当社執行役員食肉事業本部国内食肉
事業部長

2016年４月　�当社執行役員食肉事業本部フード・
物流事業部長

2017年４月　�当社執行役員加工事業本部ハム・
ソーセージ事業部長

2018年４月　�当社執行役員加工事業本部ハム・ソー
セージ事業部長、デリ商品事業部長

2019年４月　�当社執行役員加工事業本部商品統括
部長

2020年４月　�当社常務執行役員経営企画本部長、
中央研究所担当

2020年６月　�当社取締役（常務執行役員）経営企画
本部長、中央研究所担当

2021年４月　�当社取締役（常務執行役員）経営企画
本部長、中央研究所担当、北海道プ
ロジェクト推進担当

2022年４月　�当社取締役（常務執行役員）加工事業
本部長

2023年４月　�当社取締役（常務執行役員）食肉事業
本部長

2024年４月　�当社取締役（専務執行役員）食肉事業
本部長

2025年４月　�当社取締役副社長（副社長執行役員）
経営企画部、経理財務部、成長戦略
プロジェクト担当

2026年４月　�当社代表取締役社長（社長執行役員）
（現任）

取締役候補者とした理由
前田文男氏は、当社取締役に就任して以来、経営企画本部長、中央研究所担当、北海道プロジェクト推進
担当、加工事業本部長、食肉事業本部長を歴任の後、2025年4月からは当社取締役副社長として経営企画
部、経理財務部、成長戦略プロジェクトを担当いたしました。2026年4月以降は当社代表取締役社長とし
て事業運営を牽引し、企業理念の実現に向けたマイルストーンとなるニッポンハムグループ
「Vision2030」を実現すべく、「中期経営計画2026」に基づく諸施策の実施を通じ、当社グループの一層
の発展に寄与しており、取締役としての職責を果たしております。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「中期経営計画2026」のテーマとして掲げた「たん
ぱく質の価値を共に創る企業へ」と変革するための構造改革と成長戦略、挑戦する組織風土の醸成を通じ
た当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といた
しました。
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月　�当社入社
2010年３月　�当社グループ経営本部�広報IR部次

長
2015年４月　�当社コーポレート本部�人事部長
2018年４月　�当社執行役員コーポレート本部�人事

部長
2020年４月　�当社執行役員人事部、法務部、総務

部、秘書室担当
2021年４月　�当社執行役員人事部、法務部、総務

部、広報IR部、秘書室担当、コーポ
レートコミュニケーション推進担当

2022年４月　�当社常務執行役員人事部、法務部、
広報IR部、秘書室、監査部、コンプ
ライアンス部担当、グループ監査役
室長、コーポレートコミュニケーシ
ョン推進担当

2023年４月　�当社常務執行役員人事部、法務部、
総務部、広報IR部、秘書室担当

2023年６月　�当社取締役（常務執行役員）人事部、
法務部、総務部、広報IR部、秘書室
担当

2025年４月　�当社取締役（常務執行役員）人事部、
法務部、総務部、広報部、秘書室�
担当

2026年４月　�当社取締役（専務執行役員）総務部、
広報・サステナビリティ部、秘書
室、コーポレートコミュニケーショ
ンプロジェクト・あるべき経営体制
プロジェクト担当（現任）

3
候補者番号

秋
あ き

山
や ま

	光
こ う

平
へ い

生 年 月 日 1964年６月21日生
所有する当社株式の数 8,529株
取 締 役 在 任 期 間 ３年
取締役会出席回数 19回／19回（100％）

再 任

取締役候補者とした理由
秋山光平氏は、当社取締役に就任して以来、人事部、法務部、総務部、広報部、秘書室を担当した後、
2026年4月以降は取締役専務執行役員として総務部、広報・サステナビリティ部、秘書室、コーポレート
コミュニケーションプロジェクトならびにあるべき経営体制プロジェクト担当として事業運営を牽引し、
企業理念の実現に向けたマイルストーンとなるニッポンハムグループ「Vision2030」を実現すべく、「中
期経営計画2026」に基づく諸施策の実施を通じ、当社グループの一層の発展に寄与しております。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「中期経営計画2026」のテーマとして掲げた「たん
ぱく質の価値を共に創る企業へ」と変革するための構造改革と成長戦略、挑戦する組織風土の醸成を通じ
た当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といた
しました。
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月　�明治製菓（株）（現：明治ホールディン

グス（株））入社
1989年７月　�大和証券経済研究所（現：（株）大和総

研）入社��企業調査部アナリスト
2001年４月　�同社企業調査部食品セクターアナリ

スト
2008年１月　�大和証券SMBC（株）（現：大和証券

（株））企業調査部食品セクターアナ
リスト

2015年２月　�同社投資戦略部ストラテジスト
2015年10月　�同社エクイティ調査部プロダクト�

マネージャー
2019年３月　�同社退職
2019年６月　�当社社外監査役
2022年６月　�当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
山崎徳司氏は、当社取締役に就任して以来、報酬検討委員会の委員長、役員指名検討委員会及びサステナビ
リティ委員会の委員として積極的に意見を述べるなど、当社社外取締役としての職責を果たしております。
証券アナリスト経験者としての専門的見地と豊富な経験等を有していることから、「中期経営計画2026」
のテーマとして掲げた「たんぱく質の価値を共に創る企業へ」と変革するための構造改革と成長戦略の推
進・実行、挑戦する組織風土の醸成に関して有益な提言をいただくことを期待しております。これらのこ
とから、業務執行を監督する独立社外取締役として適切な人財と判断し、同氏を引き続き社外取締役候補
者といたしました。
独立性に関する事項
山崎徳司氏は、18頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

山
や ま

崎
さ き

	徳
と く

司
し

生 年 月 日 1961年２月16日生
所有する当社株式の数 ―株
取 締 役 在 任 期 間 ４年
取締役会出席回数 19回／19回（100％）

4
候補者番号

再 任
社 外
独立役員
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宮
み や

崎
ざ き

	裕
ひ ろ

子
こ

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年４月　�最高裁判所司法研修終了
1996年４月　�弁護士登録�

尚和法律事務所（現：ジョーンズ・
デイ法律事務所）入所

2001年12月　�あさひ・狛法律事務所（現：西村あさひ
法律事務所・外国法共同事業）入所

2004年９月　�Davis�Wright�Tremaine�LLP（米国
シアトル）入所

2005年１月　�ニューヨーク州弁護士登録
2006年４月　�あさひ・狛法律事務所（現：西村あさひ

法律事務所・外国法共同事業）復帰
2007年５月　�デル（株）法務本部長ジャパンリード

リーガルカウンセル
2013年４月　�日本アルコン（株）法務コンプライア

ンス本部部長
2014年４月　�慶應義塾大学法学部法律学科非常勤

講師

2017年７月　�スリーエムジャパン（株）執行役員ジ
ェネラルカウンセル

2021年６月　�スリーエムジャパン（株）代表取締役
社長

2024年１月　�GIT法律事務所カウンセル（現任）
2024年６月　�当社社外取締役（現任）�

丸紅（株）社外監査役（現任）
2025年６月　�（株）ドリームインキュベータ社外取

締役監査等委員（現任）

（重要な兼職の状況）
　GIT法律事務所カウンセル
　�丸紅（株）社外監査役（2026年６月19日社外取締
役監査等委員就任予定）

　�（株）ドリームインキュベータ社外取締役監査等委
員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
宮崎裕子氏は、当社取締役に就任して以来、役員指名検討委員会、報酬検討委員会及びリスクマネジメン
ト委員会の委員として積極的に意見を述べるなど、当社社外取締役としての職責を果たしております。
弁護士としての豊富な実務経験、グローバル企業において法務担当役員及び代表取締役社長を務めるなど
の企業経営経験を有していることから、「中期経営計画2026」のテーマとして掲げた「たんぱく質の価値
を共に創る企業へ」と変革するための構造改革と成長戦略の推進・実行、挑戦する組織風土の醸成に関し
て有益な提言をいただくことを期待しております。これらのことから、業務執行を監督する独立社外取締
役として適切な人財と判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
特記事項
宮崎裕子氏が社外監査役を務める丸紅（株）と当社の間で取引関係がありますが、それぞれの連結売上高の
1％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
独立性に関する事項
宮崎裕子氏は、18頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

生 年 月 日 1969年12月17日生
所有する当社株式の数 700株
取 締 役 在 任 期 間 ２年
取締役会出席回数 19回／19回（100％）

5
候補者番号

社 外
独立役員

再 任
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小
こ

山
や ま

	正
ま さ

彦
ひ こ

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年３月　�（株）プリンスホテル（現：（株）西武

不動産）入社
2018年６月　同社代表取締役社長�社長執行役員
2021年12月　�（株）西武・プリンスホテルズワール

ドワイド代表取締役
2022年４月　同社代表取締役社長�社長執行役員
2024年７月　�（株）フィールドマネジメント顧問

（現任）
2025年４月　�（株）ＮＷコーポレーション代表取締

役社長（現任）

2025年６月　�当社社外取締役（現任）�
（一財）日本ホテル教育センター評議
員（現任）�
学校法人立命館評議員（現任）

（重要な兼職の状況）
　（株）ＮＷコーポレーション代表取締役社長
　（株）フィールドマネジメント顧問
　（一財）日本ホテル教育センター評議員
　学校法人立命館評議員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
小山正彦氏は、当社取締役に就任して以来、役員指名検討委員会、報酬検討委員会及びリスクマネジメン
ト委員会の委員として積極的に意見を述べるなど、当社社外取締役としての職責を果たしております。
ホテル・レジャー業界において代表取締役社長を務めるなど豊富な企業経営経験を有していることから、
「中期経営計画2026」のテーマとして掲げた「たんぱく質の価値を共に創る企業へ」と変革するための構
造改革と成長戦略の推進・実行、挑戦する組織風土の醸成に関して有益な提言をいただくことを期待して
おります。これらのことから、業務執行を監督する独立社外取締役として適切な人財と判断し、同氏を引
き続き社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する事項
小山正彦氏は、18頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

生 年 月 日 1956年４月９日生
所有する当社株式の数 ―株
取 締 役 在 任 期 間 １年
取締役会出席回数 14回／14回（100％）

6
候補者番号

社 外
独立役員

再 任
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7
候補者番号 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1996年４月　�当社入社
2020年４月　�食肉事業本部輸入食肉事業部フロー

ズンポーク部長
2021年４月　�食肉事業本部輸入食肉事業部輸入商

品部長
2022年４月　�日本ホワイトファーム（株）へ出向、

同社代表取締役社長

2024年４月　�NHフーズ・オーストラリアへ出向、
同社取締役副社長

2025年４月　�当社執行役員食肉事業本部豪州事業
部長、NHフーズ・オーストラリア
取締役社長

2026年４月　�当社執行役員経営戦略部、経理財務
部、中計プロジェクト担当（現任）

取締役候補者とした理由
朝山晃行氏は、食肉事業における国内での調達、販売経験を経て、10年を超える海外経験も有しており
ます。2025年4月からは当社執行役員食肉事業本部豪州事業部長ならびにNHフーズ・オーストラリアの
社長を務め、グローバルでの事業運営に関する豊富な経験を培ってまいりました。2026年4月以降は経
営戦略部、経理財務部ならびに中計プロジェクト担当として事業運営を牽引し、企業理念の実現に向けた
マイルストーンとなるニッポンハムグループ「Vision2030」を実現すべく、「中期経営計画2026」に基
づく諸施策の実施を通じ、当社グループの一層の発展に寄与しております。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「中期経営計画2026」のテーマとして掲げた「たん
ぱく質の価値を共に創る企業へ」と変革するための構造改革と成長戦略、挑戦する組織風土の醸成を通じ
た当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

新 任

朝
あ さ

山
や ま

	晃
て る

行
ゆ き

生 年 月 日 1971年４月16日生
所有する当社株式の数 181株
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大
お お

谷
た に

	弘
ひ ろ

子
こ

（戸籍上の氏名：前田弘子）

生 年 月 日 1964年11月25日生
所有する当社株式の数 ―株

8
候補者番号

新 任
社 外
独立役員

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月　��日本電信電話（株）（現：NTT（株））入

社
2014年９月　�日本ケロッグ合同会社執行役員マー

ケティング本部長
2019年３月　�（株）ローソン理事執行役員マーケテ

ィング戦略本部副本部長
2020年３月　�同社執行役員マーケティング戦略本

部副本部長兼商品本部副本部長

2022年３月　�同社執行役員CS推進室長
2023年３月　�ハーゲンダッツ�ジャパン（株）取締

役副社長�
ジェネラル・ミルズ・インコーポレ
イテッド，マネジング・ディレク
ター�ジャパン

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
大谷弘子氏は、食品企業や大手コンビニエンスストアチェーンにおけるマーケティング領域での執行役員
や、米国大手食品会社と日本企業の合弁会社の取締役副社長を務めるなど、豊富な企業経営経験を有して
おります。
これらの豊富な経験と高い見識を活かして、「中期経営計画2026」のテーマとして掲げた「たんぱく質の
価値を共に創る企業へ」と変革するための構造改革と成長戦略の推進・実行、挑戦する組織風土の醸成に
関して有益な提言をいただくことを期待しております。これらのことから、業務執行を監督する独立社外
取締役として適切な人財と判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する事項
大谷弘子氏は、18頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

（注）　１．取締役候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
� ２．�各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2026年３月31日）現在の株式数を記載しております。なお、朝山晃行氏の所有株式数は、

「日本ハム・グループ役員持株会」での保有分を記載しております。
� ３．社外取締役との責任限定契約について
� � 　�　当社は、社外取締役候補者として有用な人財を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償

責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
� � 　�　これにより、社外取締役候補者である山崎徳司氏、宮崎裕子氏及び小山正彦氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。

また、大谷弘子氏は、本議案において同氏の選任が承認可決された場合に、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
� � 　　当該契約内容の概要は、次のとおりであります。
� � 　　・�社外取締役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額

を限度として、その責任を負う。
� � 　　・�上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役に責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限る

ものとする。
� ４．取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の内容の概要
� � 　�　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求

を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしてお
ります。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を
予定しております。
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・当社は、「食べる喜び」の提供を企業理念として位置づけ、持続的な「たんぱく質」の安定供給サイクルに不
可欠な「地球環境」及び「食」「健康」等の社会課題の解決を、事業価値向上と一体化させつつ企業価値最大
化を目指すビジネスモデルの確立を目指しています。そして当社の取締役会は、その実現に向けた長期ビジョ
ン（「Vision2030」）や経営計画の策定・遂行を、消費者をはじめとするステークホルダーの視点もふまえ、
適切に監督していく役割・責務を担います。

・そのため当社は、取締役会メンバーへ求められる能力・経験を、長期ビジョンや中期経営計画、ニッポンハム
グループ・コーポレートガバナンス基本方針等をベースに、経営全般に係るコア・基盤スキルに加え、「消費
者視点」など長期ビジョン実現への当社固有スキルも導出し、スキル・マトリックスとして可視化しています。
そして役員指名検討委員会での審議を通じ、各スキル項目の要件を充たす人財をバランスよく選定し、多様性
も考慮しながら取締役会を構成しています。

【取締役候補者のスキル・マトリックス】

【ご参考】取締役会の構成、必要スキルの考え方

候補者
番号

社内／
社外 氏名

経験・専門性

企業経営 国際性 地球環境・	
サステナビリティ

消費者視点・	
マーケティング・	
研究開発

財務・会計	
リスクマネジメント

1 社内 井川　伸久 ○ ○
2 社内 前田　文男 ○ ○ ○ ○
3 社内 秋山　光平 ○ ○
4 社外 山崎　徳司 ○ ○
5 社外 宮崎　裕子 ○ ○ ○
6 社外 小山　正彦 ○ ○
7 社内 朝山　晃行 ○ ○
8 社外 大谷　弘子 ○ ○ ○

社内取締役
4名

社外取締役
4名

4名／8名中
50.0％

男性取締役
6名

女性取締役
2名

2名／8名中
25.0％

［取締役会の多様性］
■ 社外取締役の比率 ■ 女性取締役の比率
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監査役２名選任の件
監査役田澤信之氏は、本総会終結の時をもって退任し、監査役西山　茂氏が任期満了となります。つきまして

は、改めて監査役２名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監
査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
なお、監査役候補者の選任につきましては、役員指名検討委員会での答申を受けております。当委員会は、過

半数を独立社外役員で構成し、かつ独立社外役員である取締役を委員長とする任意の委員会であります。

第２号議案

西
に し

山
や ま

	茂
しげる

略歴、地位及び重要な兼職の状況

社外監査役候補者とした理由
西山　茂氏は、当社監査役に就任して以来、サステナビリティ委員会のオブザーバーとして積極的に意見
を述べるなど、当社社外監査役としての職責を果たしております。
公認会計士及び大学院教授としての専門的見地と豊富な経験等を有していることから、当社監査役会の機
能強化に資する適切な人財と判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者といたしました。
独立性に関する事項
西山　茂氏は、18頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

1984年４月　�監査法人サンワ事務所（現：有限責
任監査法人トーマツ）入所

1987年３月　�公認会計士登録
1995年８月　�監査法人トーマツ（現：有限責任監

査法人トーマツ）退所
2002年４月　�早稲田大学大学院助教授
2006年４月　�早稲田大学大学院教授（現任）
2019年６月　�当社補欠監査役
2021年６月　�（株）東京エネシス社外取締役（現任）

2022年６月　�当社監査役（現任）
2026年２月　�（株）マネーフォワード社外監査役

（現任）

（重要な兼職の状況）
　早稲田大学大学院教授
　（株）東京エネシス社外取締役
　（株）マネーフォワード社外監査役

生 年 月 日 1961年10月27日生
所有する当社株式の数 ―株
監 査 役 在 任 期 間 ４年
取締役会出席回数 19回／19回（100％）
監査役会出席回数 19回／19回（100％）

社 外
独立役員

再 任
1

候補者番号
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長
は

谷
せ

川
が わ

	佳
よ し

孝
た か

略歴、地位及び重要な兼職の状況

（注）　１．監査役候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
� ２．各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2026年３月31日）現在の株式数を記載しております。
� ３．社外監査役との責任限定契約の内容
� � 　�　当社は、社外監査役候補者として有用な人財を迎えることができるよう、現行定款において、社外監査役との間で、当社への

損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外監査役候補者である西山　茂氏
は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。

� � 　　当該契約内容の概要は、次のとおりであります。
� � 　　・�社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責

任限度額を限度として、その責任を負う。
� � 　　・�上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役に責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないと

きに限るものとする。
� ４．監査役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の内容の概要
� � 　�　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害

賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補
することとしております。監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程
度の内容での更新を予定しております。

監査役候補者とした理由
長谷川佳孝氏は、経理・財務・税務に関する業務に従事し、当社執行役員就任以降は、経理財務部長、総
務部担当、監査部・コンプライアンス部担当、グループ監査役室長を務め、豊富な職務経験や知見を有し
ております。
これらのことから、当社監査役会の機能強化に資する適切な人財と判断し、同氏を監査役候補者といたし
ました。

1987年４月　当社入社
2009年３月　当社経理財務部次長
2016年４月　�当社コーポレート本部�経理財務部

長
2021年４月　�当社執行役員経理財務部長、総務部

担当

2023年４月　�当社執行役員監査部、コンプライア
ンス部担当、グループ監査役室長

2024年４月　�当社常務執行役員監査部、コンプラ
イアンス部担当、グループ監査役室
長

2026年４月　当社アドバイザー（現任）

生 年 月 日 1963年２月26日生
所有する当社株式の数 2,535株

新 任
2

候補者番号
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「社外役員の独立性に関する基準」

　当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合
に、当該社外役員又は当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断する。

１．��現在又は過去における、当社、当社の子会社又は持分法適用会社（以下「ニッポンハムグループ」と
いう。）の取締役（社外取締役は除く。）、執行役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）

２．��当事業年度を含む直近５事業年度における、当社の大株主（注１）若しくはその業務執行者又はニッポン
ハムグループが大株主である先の業務執行者

３．��当事業年度を含む直近５事業年度における、ニッポンハムグループの主要な取引先（注２）又はその業務
執行者

４．��当事業年度を含む直近５事業年度において、ニッポンハムグループから1事業年度あたり1,000万円以
上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を
いう。）

５．��当事業年度を含む直近５事業年度において、ニッポンハムグループから役員報酬以外に、１事業年度
あたり1,000万円以上の報酬を受領した、弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サー
ビス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

６．��（1）�社外取締役の独立性を判断する場合にあっては、上記１から５のいずれかに該当する者のうち重
要な者（注３）の配偶者及び三親等以内の親族

（2）�社外監査役の独立性を判断する場合にあっては、上記１から５のいずれかに該当する者のうち重
要な者（注３）並びに現在又は過去においてニッポンハムグループの取締役（社外取締役を含む。）又
は会計参与である者の配偶者及び三親等以内の親族

７．��社外役員の相互就任関係（注４）となる先の業務執行者

注１�．「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者をいう。
注２�．�「主要な取引先」とは、ニッポンハムグループとの取引において、支払額又は受取額が、ニッポンハムグループ又は取引

先の連結売上高の２％以上を占めている者をいう。
注３�．�「重要な者」とは、上記１ないし４においては業務執行取締役、執行役、執行役員又は部長職以上の使用人をいい、上記

５においては各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士を含む。
注４�．�「社外役員の相互就任関係」とは、ニッポンハムグループの業務執行者が社外役員として現任している先の業務執行者を、

当社の社外役員として迎え入れることをいう。

［ご参考］社外役員の独立性に関する基準（2018年12月14日取締役会決議）

以　上
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（注）�事業利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、当社グループが定める為替差損益を加味するとともにIFRSへの
調整及び非経常項目を除外して算出しております。

事業報告（2025年4月１日から2026年３月31日まで）

１.企業集団の現況に関する事項
(１)�事業の経過及び成果

当期における食品業界は、円安や原燃料価格の高止まり、物流・人件費の上昇を背景に各社が値上げを余儀なく
される一方、インバウンド需要の回復が消費を下支えしました。しかし、生活防衛意識は依然として強く、選別消費
の傾向が継続しております。さらに米国の保護主義的な通商政策（いわゆるトランプ関税）への警戒感が金融市場や
貿易に影を落とし、厳しい収益環境が続きました。
2026年度は、所得環境の着実な改善や経済政策の効果により個人消費の緩やかな回復が見込まれますが、米国の

通商動向に伴う世界経済の減速懸念に加え、中東紛争の長期化・拡大がもたらす原油価格の高騰が最大のリスク要
因となります。これにより原燃料費や物流費が一段と押し上げられる懸念があり、景気の力強い回復を阻む大きな不
安材料となっております。
このような中、当期は「中期経営計画�2026」の２年目として、挑戦と共創をキーワードに「構造改革」、「成長戦略」

及び「風土改革」を着実に推進し、収益基盤の強化と資本効率の向上を図るとともに、企業価値を高め、持続的な
成長を実現する企業体への変革に向け取り組んでまいりました。また海外事業本部を、加工・食肉の両事業本部に統
合することで、全社視点で「バリューチェーン価値最大化」及び「グローバル強化」を加速させました。
以上の結果、当期の売上高は、食肉事業における国内鶏事業の販売数量の伸長や豪州事業における牛肉生産・販

売が堅調に推移したことなどにより、前期を86,838百万円上回る1,457,391百万円（対前期比6.3％増）となりました。
事業利益は、加工事業において商品構成の改善や生産の最適化が進んだことに加え、国内鶏事業・豪州牛事業の

大幅伸長、ボールパーク事業の躍進等の影響もあり、前期を25,802百万円上回る68,342百万円（対前期比60.7％
増）、税引前当期利益は前期を17,347百万円上回る54,545百万円（対前期比46.6％増）、親会社の所有者に帰属す
る当期利益は前期を8,481百万円上回る35,066百万円（対前期比31.9％増）となりました。

（単位：百万円）

税引前当期利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益54,545 百万円 35,066 百万円

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

事業利益売上高 68,342 百万円1,457,391 百万円
1,303,4321,259,792

第78期 第79期

1,370,553

第80期 第81期
当期

25,596

第78期 第79期

44,939

第80期 第81期
当期

22,162

第78期 第79期

40,599

第80期 第81期
当期

16,637

第78期 第79期

28,078

第80期 第81期
当期

42,540

37,198 26,585
35,066

68,3421,457,391

54,545
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加工事業本部
売 上 高

事業利益

「中華名菜®」「シャウエッセン®」

「SCHAU�ESSEN」

「石窯工房®」 「チキチキボーン®」

事業利益

10,060

売上高

第80期

（単位：百万円）

（単位：百万円）

第80期

533,342

第81期
当期

第81期
当期

530,339

7,183

事業利益

10,060

売上高

第80期

（単位：百万円）

（単位：百万円）

第80期

533,342

第81期
当期

第81期
当期

530,339

7,183

●��ハム・ソーセージは、シャウエッセンの販売量は堅調に推移しまし
たが、不採算商品の廃止により前期比4.8％の減少となりました。

●��デリ商品は、ピザ群は堅調に推移したものの、中華名菜やチキ
チキボーン等の主力ブランドの販売回復が遅れ前期比2.9％
の減少となりました。

●��北米製造工場の買収による製造量の増加やアセアンでの現
地販売の拡大などにより5.0％の増収となりました。

●��国内の最適生産体制の構築などにより収益性は改善しつつあ
りますが、国内加工における一時的なコスト増加や海外事業に
おける製造工場の低稼働が続き28億円の減益となりました。

おもな取り扱い商品

売上高
構成比率

36.4%

「Crazy�Cuizine」
（Mandarin�Orange�Chicken）
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国産牛肉「玄米牛」 国産豚肉「麦小町®」 �国産鶏肉「桜姫®」

オーストラリア産「大麦牛ANGUS」米国産「とうもろこし豚」 ブラジル産「マテ茶鶏」

●��堅調な国内需要に支えられ、国産鶏肉の販売単価が上昇した
ことや、豪州産牛肉の生産頭数が拡大する中、世界的な牛肉
需要の高止まりもあり販売単価が上昇しました。国内の販売
部門における適正な価格改定や販売数量も維持できたことか
ら増収となりました。

売 上 高

事業利益
●��豪州産牛肉の生産性向上や頭数拡大に加え、需要に見合っ
た最適な販売先を見極めた販売施策が奏功しました。また、
国産鶏肉の相場上昇に伴い、生産部門で利益を取り込めたこ
とから増益となりました。

食肉事業本部
売上高

構成比率

71.0%

事業利益

33,951

売上高

第80期

第80期

956,846

（単位：百万円）

（単位：百万円）

第81期
当期

第81期
当期

61,296

1,034,133

事業利益

33,951

売上高

第80期

第80期

956,846

（単位：百万円）

（単位：百万円）

第81期
当期

第81期
当期

61,296

1,034,133

おもな国産食肉ブランド

おもな輸入食肉ブランド
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ボールパーク事業
売上高

構成比率

2.1%

3,347

26,976

事業利益

売上高

第80期

第80期

（単位：百万円）

（単位：百万円）

第81期
当期

第81期
当期

31,027

5,418

3,347

26,976

事業利益

売上高

第80期

第80期

（単位：百万円）

（単位：百万円）

第81期
当期

第81期
当期

31,027

5,418

売上高・事業利益

●��好調なチーム成績や試合日・非試合日に限らず顧客満足度を
高める様々なサービスを展開した結果、過去最高の来場者数
を達成しました。

●��堅調な来場者数により、チケット・飲食収入などが増加したこ
とで増収・増益となりました。

©H.N.F.

2026年４月ギネス世界記録™に認定
～世界最大のガラスウォールを誇る

スタジアムとして公式認証～

2026年６月SUNNY�TERRACE�
飲食商業施設オープン
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（2）セグメント別売上高の状況
区分 金額 前期比 構成比率

■ 加 工 事 業 本 部 530,339百万円 99.4％ 36.4％
■ 食 肉 事 業 本 部 1,034,133百万円 108.1％ 71.0％
■ ボ ー ル パ ー ク 事 業 31,027百万円 115.0％ 2.1％
　 消 去 調 整 他 △138,108百万円 ー △9.5％
　 合 　 　 　 　 計 1,457,391百万円 106.3％ 100.0％

　（注）�2025年４月に「海外事業本部」を廃止し、加工事業本部と食肉事業本部の二事業本部体制に組織再編を行いました。これに伴い、海外事業本部管轄下にあった
全ての海外子会社及び海外関連会社を、それぞれ加工事業本部及び食肉事業本部に移管しております。また、前年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメント
区分に組替えて表示しております。

（ご参考）品種別売上高の状況
区分 金額 前期比 構成比率

ハ ム ・ ソ ー セ ー ジ 122,224百万円 93.6％ 8.4％
加 工 食 品 265,966百万円 109.0％ 18.2％
食 肉 952,710百万円 107.3％ 65.4％
乳 製 品 41,046百万円 102.7％ 2.8％
そ の 他 75,445百万円 110.9％ 5.2％
合 計 1,457,391百万円 106.3％ 100.0％
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（3）設備投資の状況
　当社グループは、生産飼育から処理・加工・製造・流通・販売までのすべてを自社で一貫して行うインテグ
レーションシステムを構築しており、その中で設備の充実、合理化及び強化を図るため必要な設備投資を実施し
ております。
　当期の設備投資額は総額約333億円（ソフトウェアを含む）で、その主なものは次のとおりであります。

事業部門 設備投資額 設備投資の主な内容・目的

加 工 事 業 本 部 12,516百万円 ハム・ソーセージ及び加工食品の製造設備の更新・増設等
乳製品製造設備の更新等

食 肉 事 業 本 部 13,376百万円 生産飼育設備及び食肉処理加工設備の更新・改修・新設等
販売設備の充実

ボールパーク事業 4,487百万円 ボールパーク事業関連設備の増設及び充実
そ の 他 2,969百万円 ＤＸ推進等

（4）資金調達の状況
　当社は、運転資金及び自己株式の取得資金等の調達のため、金融機関から430億円を借り入れしました。
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（5）財産及び損益の状況の推移	 （単位　百万円）

区　分
国際会計基準（IFRS）

第78期
2022年4月1日から			
2023年3月31日まで

第79期
2023年4月1日から			
2024年3月31日まで

第80期
2024年4月1日から			
2025年3月31日まで

第81期
2025年4月1日から			
2026年3月31日まで

売 上 高 1,259,792 1,303,432 1,370,553 1,457,391

税 引 前 当 期 利 益 22,162 40,599 37,198 54,545
親 会 社 の 所 有 者 に
帰 属 す る 当 期 利 益 16,637 28,078 26,585 35,066
基 本 的 １ 株 当 た り
当 期 利 益 162円44銭 273円70銭 263円05銭 361円13銭
希 薄 化 後 １ 株 当 た り
当 期 利 益 162円42銭 ― ― ―

総 資 産 額 937,155 958,237 949,272 997,477
親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属
す る 持 分 492,913 527,503 524,293 536,940
１ 株 当 た り 親 会 社
所 有 者 帰 属 持 分 4,808円70銭 5,138円81銭 5,299円55銭 5,704円03銭

　（注）１.�当社は、第78期及び第79期において、Breeders�&�Packers�Uruguay�S.A.に関する牛肉事業を非継続事業に区分しております。
　　　 ２.�「基本的１株当たり当期利益」は期中平均発行済株式総数、「希薄化後１株当たり当期利益」は期中平均発行済株式総数に期中平均潜在株式総数を調整した株

式総数、「１株当たり親会社所有者帰属持分」は期末発行済株式総数に基づいて算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、
いずれも自己株式数を除いて算出しております。自己株式数には、役員向け業績連動型株式報酬制度の導入により、役員報酬BIP信託が保有する当社株式を含
めております。

　　　 ３.�第79期より「希薄化後１株当たり当期利益」については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（6）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
区分 事業内容

ハ ム ・ ソ ー セ ー ジ ハム・ソーセージの製造及び販売
加 工 食 品 加工食品の製造及び販売
食 肉 生産飼育、食肉の処理・加工及び食肉の輸入・販売
乳 製 品 ヨーグルト、チーズ等の製造及び販売
そ の 他 ボールパーク事業、冷蔵冷凍倉庫業、運送業、水産加工品の製造及び販売
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（7）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
当 社 本 店 大阪市北区梅田二丁目４番９号
当 社 支 店 東京都品川区大崎二丁目１番１号
研 究 所 中央研究所（茨城県）
当 社 生 産 拠 点 諫早プラント（長崎県）

そ の 他
国 内 生 産 拠 点

日本ホワイトファーム株式会社（青森県）� 日本クリーンファーム株式会社（青森県）
日本ハム食品株式会社（三重県）� 日本ハムファクトリー株式会社（静岡県）
日本ハム惣菜株式会社（新潟県）� 日本フードパッカー株式会社（青森県）
南日本ハム株式会社（宮崎県）� 東北日本ハム株式会社（山形県）
日本ハム北海道ファクトリー株式会社（北海道）

そ の 他 国 内
生 産 営 業 拠 点

株式会社宝幸（東京都）� 日本ピュアフード株式会社（東京都）
日本ルナ株式会社（京都府）

当 社 国 内 営 業 拠 点 東京　大阪

そ の 他
国 内 営 業 拠 点

西日本フード株式会社（福岡県）� 東日本フード株式会社（北海道）
関東日本フード株式会社（東京都）� 中日本フード株式会社（大阪府）
日本ハムマーケティング株式会社（東京都）� ジャパンフード株式会社（東京都）

海 外 生 産 拠 点

Ege-Tav��Ege�Tarım�Hayvancılık�Yatırım�Ticaret�ve�Sanayi�Anonim�Şirketi（トルコ）
Whyalla��Beef�Pty.�Ltd.（オーストラリア）
Thai��Nippon�Foods��Co.,�Ltd.（タイ）
Thomas��Borthwick�＆�Sons（Australia）��Pty.�Ltd.（オーストラリア）
Oakey�Beef�Exports�Pty.�Ltd.（オーストラリア）

海 外 営 業 拠 点 NH�Foods�Australia�Pty.�Ltd.（オーストラリア）
Day ‐ Lee�Foods,�Inc.（アメリカ）

（8）従業員の状況（2026年３月31日現在）
従業員数 前期末増減

■ 加 工 事 業 本 部 7,502名 66名増
■ 食 肉 事 業 本 部 7,356名 21名減
■ ボールパ ー ク 事 業 159名 10名増
　� その他・全社（共通） 773名 3名増
　 合 　 　 　 　 計 15,790名 58名増

　（注）１.�従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。
　　　 ２.�上記の従業員の数には臨時従業員（期間中平均10,083名）は含んでおりません。
　　　 ３.�上記のうち、当社の従業員数（就業人員数）は1,198名であり、前期末に比べ35名減少しております。
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（9）重要な子会社の状況等（2026年３月31日現在）
　①　重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容
Ege-Tav�Ege�Tarım�Hayvancılık�Yatırım�
Ticaret� ve� Sanayi� Anonim� Şirketi 100,310万トルコリラ 100.0％ 畜産物の育成、処理、販売
NH�Foods�Australia�Pty.�Ltd. 10,650万豪ドル 100.0％ 食肉等の販売
株 式 会 社 宝 幸 3,040百万円 100.0％ 水産加工品・缶詰・乳製品の製造、販売
Day－� Lee� Foods,� Inc. 1,732万米ドル 100.0％ 食肉等の販売、加工食品の製造、販売
日本ホワイトファーム株式会社 1,560百万円 100.0％ 畜産物の育成、処理
日本クリーンファーム株式会社 1,301百万円 100.0％ 畜産物の育成
日本ハムファクトリー株式会社 1,000百万円 100.0％ ハム･ソーセージの製造
日 本 ハ ム 食 品 株 式 会 社 1,000百万円 100.0％ 加工食品の製造
日 本 ハ ム 惣 菜 株 式 会 社 489百万円 100.0％ 加工食品の製造
西 日 本 フ ー ド 株 式 会 社 480百万円 100.0％ 食肉等の販売
日本フードパッカー株式会社 470百万円 100.0％ 畜産物の処理、加工、販売
東 日 本 フ ー ド 株 式 会 社 450百万円 100.0％ 食肉等の販売
関東日本フード株式会社 450百万円 100.0％ 食肉等の販売
中 日 本 フ ー ド 株 式 会 社 450百万円 100.0％ 食肉等の販売
日本ピュアフード株式会社 410百万円 100.0％ 畜産物の加工、販売
日 本 ル ナ 株 式 会 社 397百万円 100.0％ 乳酸菌飲料の製造、販売
南 日 本 ハ ム 株 式 会 社 360百万円 100.0％ ハム･ソーセージ、加工食品等の製造
日本ハムマーケティング株式会社 307百万円 100.0％ ハム･ソーセージ、加工食品等の販売
ジャパンフード株式会社 40百万円 100.0％ 食肉等の輸入、販売
株 式 会 社 フ ァ イ タ ー ズ
スポーツ＆エンターテイメント 12,000百万円 67.1％

球場運営業務、ボールパーク全体
のマネジメント業務、プロ野球関
連興行�

　（注）「株式会社ファイターズ�スポーツ＆エンターテイメント」に対する当社の議決権比率には、子会社を通じた間接所有分34.2％が含まれております。

　②　企業結合等の状況
　連結子会社は、65社（上記の重要な20社を含む。）となっております。また、持分法適用会社は、設立に
より２社増加し売却により１社減少したため、７社となりました。

（10）主要な借入先（2026年３月31日現在）
借入先 借入金残高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 43,114百万円
農 林 中 央 金 庫 15,000百万円
株 式 会 社 百 十 四 銀 行 14,000百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,666百万円
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（11）対処すべき課題
【中長期的な会社の経営戦略】

当社グループは企業理念である「食べる喜び」をお届けし続けるために、2030年のありたい姿として定めた
「Vision2030」“たんぱく質を、もっと自由に。”の実現に向け、2024年４月に『中期経営計画2026』を策定い
たしました。
『中期経営計画2026』は、「たんぱく質の価値を共に創る企業へ」をテーマに掲げ、「Vision2030」で示した
新たなステージへ到達するため、バックキャストで特定したビジネスモデル変革に向けた課題に対し、構造改革
と成長戦略、風土改革を三位一体で進め、価値創造企業に進化する３年間と位置付けております。
また、2021年からの当社ビジネス環境とサステナビリティに関するステークホルダーからの期待の変化を鑑

み、マテリアリティの見直しを行いました。これまでの食のインフラを担う企業としてたんぱく質を安定的にお
届けすることに加え、様々なパートナーと力を掛け合わせ、たんぱく質の新たな価値創造に取り組むことで、社
会課題の解決に努めてまいります。
加えて、資本コストを上回るリターンの追求と株主還元の強化などの資本最適化施策の推進により企業価値の

向上に努めてまいります。
上記取組みを通し、『中期経営計画2026』最終年度となる2027年３月期において、事業利益610億円、ROE�

7.2％、ROIC�5.3％を経営目標とし、達成を目指してまいります。

ニッポンハムグループ　中期経営計画２０２６　テーマ

たんぱく質の価値を共に創る企業へ
社会の変化、生活者の未来を見つめ、 

これまでのあたりまえや慣習にとらわれず、 
お客さま、社会、世界に、新たな価値を創り出していく。

グループ内、そして様々なパートナーの力を掛け合わせ、 
私たちが向き合ってきた、たんぱく質をはじめとする 

生命の恵みの可能性を最大限引き出していく。
ニッポンハムグループは、たんぱく質の価値を共に創る企業へ。 

私たちは、挑戦し続けます。
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中期経営計画2026　全社戦略
新たなステージに向け、挑戦と共創をキーワードに取り組む『中期経営計画2026』では、構造改革と成長戦略、

風土改革を通し、環境変化への対応力を身に付け、より高い価値を生み出す力を獲得していきます。
構造改革では、「最適生産体制」、「低収益事業見直し」、「商品構成改善」への取組みを通し、不透明な環境下

を勝ち残る競争力を獲得します。
成長戦略では、「ブランド強化」、「グローバル強化」、「事業横断強化」、「研究開発強化」への取組みを通し、

価値の源泉となる無形資産の育成・強化を図ります。
風土改革を通し目指す「挑戦する組織風土の醸成」に向け、「変革型経営人財の育成・獲得」と「多様な人財

の活躍推進」に取り組むことで、価値を生み出す基盤を構築してまいります。

ニッポンハムグループ　中期経営計画2026　全体構想

資本コストを上回るリターンの追求と資本最適化施策の推進

ビジネスモデル変革に向け
取り組む3つのテーマ

ROIC経営再構築

マテリアリティ実践を
通した社会課題解決

事業価値向上

企業価値の
最大化

社会価値向上

事業戦略

サステナビリティ戦略

財務戦略

構造改革 成長戦略

風土改革
挑戦する組織

既存の価値強化 新たな価値の創造

価値を生み出す基盤づくり
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【2026年度の方針】
2026年度の経済見通しにつきましては、国内では所得環境の改善による個人消費の底堅さが期待される一方、

海外では中東における地政学リスクの高まりが世界経済の大きな攪乱要因となっています。特にホルムズ海峡の
事実上の封鎖に伴うエネルギー価格の記録的な高騰は、物流コストの増大や世界的なインフレ再燃を招いてお
り、原燃料価格の不安定化を加速させています。米国の通商政策による不透明感と相まって、食のサプライチ
ェーン全体を取り巻く環境は、かつてないほど予断を許さない状況が続いています。
このような状況のもと、当社グループでは、「中期経営計画2026」に掲げる「構造改革」「成長戦略」「風土

改革」の三位一体の戦略を着実に推進してまいります。当社の唯一無二の強みを最大限に活かし、次のステー
ジを見据えた「攻めの経営」を通じて新たな未来を切り開くとともに、将来の飛躍に向けた成長基盤を構築し
てまいります。
加えて2026年度より、ボールパーク事業の成長加速に向け、「スポーツ・エンターテイメント事業部」を新設

いたしました。これにより、Fビレッジを起点とした更なる街づくりの進展や食とスポーツの連動による価値拡
大を図り、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。
加工事業につきましては、前年までの構造改革により商品構成が改善し収益力は向上したものの、トップライ

ン（売上高）低下が利益拡大を阻む結果となりました。2026年度はトップラインの拡大にこだわり、重点カテ
ゴリ―の強化や製販連携による新商品創出で成長を牽引します。またライン統廃合や基幹システム導入の効果を
確実に刈り取るとともに、海外では北米LJD�Hoildingsグループの改善やアセアンでのCP�Foodsとの共創深化
を通じ、売上拡大と収益化を強力に取り組んでまいります。
食肉事業につきましては、外部環境に適応し、バリューチェーン利益を最大化する組織へ再構築します。全社

一体での数量拡大に向け、安定生産とブランド食肉（桜姫、麦小町、大麦牛ANGUS）の拡販に加え、全国拠点
を活用した販売・物流の優位性を確立します。国内鶏は日本ホワイトファーム知床工場の火災に伴う供給影響を
他工場での増産や外部調達の拡充により補完し、国内豚は生産性向上とJA全農等との連携を推進します。輸入食
肉は戦略的調達とブランディングで攻めに転じ、好調な豪州事業は収益の安定化とさらなる拡大を図ります。
スポーツ・エンターテイメント事業につきましては、従来のボールパーク事業を昇華させ、野球観戦にとど

まらない「体験価値」を創出します。2028年の新駅開業やファーム移転を好機として成長を加速させるとと
もに、加工・食肉事業とのシナジーによる利益の相乗効果を追求し、グループ独自の企業価値を最大化してま
いります。
さらに未来に向けた成長戦略として、R&D戦略「P

プ ロ テ イ ノ ベ ー シ ョ ン
roteinnovation」により食領域と新領域で新たな価値の創

出を目指すとともに、当社基幹システム刷新及びAI活用によりデジタル変革・業務改革を推進してまいります。
「中期経営計画2026」の最終年度として掲げた目標を完遂し、総仕上げを図ります。併せて次期中期経営計画
の策定に着手し、新たなステージに向けた長期的な「ありたい姿」と成長ロードマップを構築してまいります。
以上の取組みを通し、2027年3月期は、売上高1兆5,000億円、事業利益610億円（事業利益率�4.1％）の達

成を目指してまいります。

事業利益

610億円事業利益
480億円

事業利益

540億円

過去最高

当期

事業利益
449億円

実績
計画

計画

事業利益

683億円
実績

計画

中期経営計画2026中期経営計画2023
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２．株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数	 285,000,000株
（2）発行済株式の総数（自己株式4,862,946株を含む）	 99,095,004株

　（注）2026年４月30日付で実施した自己株式の消却により4,850,004株減少いたしました。

（3）株主数	 49,209名

所有者区分 持株数 株主数
■金融機関 40,425千株 51名
■外国法人等 30,550千株 419名
■個人・その他 14,739千株 48,295名
■その他の法人 1,994千株 405名
■金融商品取引業者 6,522千株 37名
■自己株式 4,862千株 1名
■政府・地方公共団体 0千株 1名

（4）大株主
株主名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18,555千株 19.69％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 7,132千株 7.57％
S T A T E � S T R E E T � B A N K � A N D�
T R U S T � C O M P A N Y � 5 0 5 0 0 1 5,241千株 5.56％
株 式 会 社 百 十 四 銀 行 3,708千株 3.94％
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 3,677千株 3.90％
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,785千株 2.96％
Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 1,634千株 1.73％
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 1,613千株 1.71％
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 1,399千株 1.48％
JP� MORGAN� CHASE� BANK� 385781 �1,390千株 1.48％

　（注）当社は、自己株式4,862,946株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して算出しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区分 株式数 交付対象者

取締役（社外取締役を除く） 2,398株 1名
執行役員 6,940株 5名

　（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４（2）取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

外国法人等
30.8%

個人・その他
14.9%

自己株式
4.9%

所有者別
株式分布

金融機関
40.8%

その他の法人
2.0%

金融商品取引業者
6.6%

政府・地方公共団体
0.0%
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（6）その他株式に関する重要な事項
　当社は、2025年５月９日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり自己株式の取得を実施しました。また、
2026年４月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の消却を実施しました。
①取得期間：2025年７月22日～2026年３月24日
②取得した株式の総数：4,850,000株
③株式の取得価格の総額：29,999,549,000円
④消却した日：2026年４月30日
⑤消却した株式の総数：4,850,004株

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 木　藤　哲　大 取締役会議長
代 表 取 締 役 社 長
（ 社 長 執 行 役 員 ） 井　川　伸　久

取 締 役 副 社 長
（ 副 社 長 執 行 役 員 ） 前　田　文　男 経営企画部、経理財務部、成長戦略プロジェクト担当

取締役（常務執行役員） 秋　山　光　平 人事部、法務部、総務部、広報部、秘書室担当

取 締 役 河　野　康　子

NPO法人�消費者スマイル基金理事長
（一財）日本消費者協会理事
金融庁金融審議会委員
林野庁林政審議会委員
文化庁文化審議会委員

取 締 役 山　崎　徳　司

取 締 役 宮　崎　裕　子
ＧＩＴ法律事務所カウンセル
丸紅株式会社社外監査役
ドリームインキュベータ株式会社社外取締役監査等委員

取 締 役 小　山　正　彦
株式会社ＮＷコーポレーション代表取締役社長
株式会社フィールドマネジメント顧問
（一財）日本ホテル教育センター評議員
学校法人立命館評議員

常 勤 監 査 役 田　澤　信　之 監査役会議長
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常 勤 監 査 役 小　田　信　夫

監 査 役 北　口　正　幸 北口公認会計士事務所所長
招和法律事務所代表

監 査 役 西　山　　　茂
早稲田大学大学院教授
株式会社東京エネシス社外取締役
株式会社マネーフォワード社外監査役

監 査 役 中　村　克　己

国広総合法律事務所パートナー
日本ノーベル株式会社社外監査役
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外取締役監
査等委員
株式会社ウィルグループ社外監査役

　（注）１�．取締役河野康子氏、山崎徳司氏、宮崎裕子氏及び小山正彦氏は、社外取締役であります。
　　　 ２�．監査役北口正幸氏、西山　茂氏及び中村克己氏は、社外監査役であります。
　　　 ３�．当社は、社外取締役である河野康子氏、山崎徳司氏、宮崎裕子氏及び小山正彦氏並びに社外監査役である北口正幸氏、西山　茂氏及び中村克己氏を、東京証

券取引所の定める独立役員と指定して届け出ております。また、当社は、18頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」と照合の結果、社外役員全員が当社
からの独立性を有していると判断しております。

　　　 ４�．監査役北口正幸氏及び西山　茂氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する幅広い知見を有するものであります。
　　　 ５�．当事業年度中の役員の異動は、次のとおりであります。

（1）就　任
①　2025年６月25日開催の第80回定時株主総会において、小山正彦氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
②　2025年６月25日開催の第80回定時株主総会において、小田信夫氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。

（2）退　任
①　2025年６月25日開催の第80回定時株主総会終結の時をもって、片岡雅史氏及び荒瀬秀夫氏が取締役を退任いたしました。
②　2025年６月25日開催の第80回定時株主総会終結の時をもって、宮階定憲氏が監査役を退任いたしました。
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（ご参考）
2026年４月１日現在の経営体制は次のとおりであります。

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 井　川　伸　久 取締役会議長
代 表 取 締 役 社 長
（ 社 長 執 行 役 員 ） 前　田　文　男

取締役（専務執行役員） 秋　山　光　平
総務部、広報・サステナビリティ部、秘書室、
コーポレートコミュニケーションプロジェクト・
あるべき経営体制プロジェクト担当

取 締 役 木　藤　哲　大

取 締 役 河　野　康　子

NPO法人�消費者スマイル基金理事長
（一財）日本消費者協会理事
金融庁金融審議会委員
林野庁林政審議会委員
文化庁文化審議会委員

取 締 役 山　崎　徳　司

取 締 役 宮　崎　裕　子
ＧＩＴ法律事務所カウンセル
丸紅株式会社社外監査役
ドリームインキュベータ株式会社社外取締役監査
等委員

取 締 役 小　山　正　彦
株式会社ＮＷコーポレーション代表取締役社長
株式会社フィールドマネジメント顧問
（一財）日本ホテル教育センター評議員
学校法人立命館評議員

常 勤 監 査 役 田　澤　信　之 監査役会議長
常 勤 監 査 役 小　田　信　夫

監 査 役 北　口　正　幸 北口公認会計士事務所所長
招和法律事務所代表

監 査 役 西　山　　　茂
早稲田大学大学院教授
株式会社東京エネシス社外取締役
株式会社マネーフォワード社外監査役

監 査 役 中　村　克　己

国広総合法律事務所パートナー
日本ノーベル株式会社社外監査役
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社
外取締役監査等委員
株式会社ウィルグループ社外監査役
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（取締役を兼任していない執行役員）
地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

常 務 執 行 役 員 細　谷　信　博 食肉事業本部長
常 務 執 行 役 員 脇　田　暁　夫 加工事業本部長
常 務 執 行 役 員 稲　富　聖　二 食肉事業本部�海外食肉事業部長、豪州事業部長
執 行 役 員 関　　　孝　雄 加工事業本部�営業統括事業部長

執 行 役 員 藤　原　寛　英 ＩＴ・ＤＸ推進部担当、日本ハムシステムソリュー
ションズ株式会社�代表取締役社長

執 行 役 員 大　石　泰　之 監査部、リスクマネジメント部担当、グループ監
査役室長

執 行 役 員 樺　山　正　史 加工事業本部�管理統括部長
執 行 役 員 大　西　　　淳 ＶＢＭ推進室担当
執 行 役 員 神　谷　　　崇 食肉事業本部�国内食肉第一事業部長
執 行 役 員 高　崎　賢　司 加工事業本部�海外加工事業部長
執 行 役 員 朝　山　晃　行 経営戦略部、経理財務部、中計プロジェクト担当
執 行 役 員 福　島　威　士 食肉事業本部�食肉営業統括事業部長
執 行 役 員 菱　沼　達　郎 人事部、法務部担当

執 行 役 員 小　村　　　勝 スポーツ・エンターテイメント事業部長、株式会
社北海道日本ハムファイターズ�代表取締役社長

執 行 役 員 安　食　　　淳 加工事業本部�商品統括事業部長
執 行 役 員 岩　間　　　清 品質保証部長、お客様志向推進部、中央研究所担当
執 行 役 員 伊　藤　俊　光 食肉事業本部�管理統括部長
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（2）取締役及び監査役の報酬等
　①　取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針

【当社の役員報酬に関する基本的な考え方】
当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定

に関する方針（2024年４月８日開催の取締役会を経て一部改定）を定めております。
当社の役員報酬制度は、経営者として優秀な人財を選抜育成・登用し、その業務執行取締役及び執行

役員一人ひとりに対し、役員報酬と当社業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当社の企業理念
実現に向けて、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブを付与することを目的としております。
制度構築・報酬水準・制度運用等については、独立社外取締役を委員長とする報酬検討委員会の検

討・合議を経て、取締役会において決定することとしております。
役位別の報酬水準は、第三者機関の調査結果などを参考に、毎年水準の妥当性を検証しております。

【報酬検討委員会における手続き】
報酬検討委員会は、役員（執行役員を含む）の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会

の監督機能の強化を図ることを目的としています。また、構成委員の過半数を独立社外役員で構成し、
年２回以上開催しています。委員は取締役会で選定し、委員長は社外取締役が務めております。
また、報酬検討委員会における役員報酬の決定プロセスとして、事業年度ごとに業務執行取締役及び

執行役員が設定する年間目標に照らした業績評価と次年度の役員報酬案の検討を行い取締役会に答申し
ます。取締役会は、報酬検討委員会の答申を尊重して次年度の役員報酬を決定します。当該プロセスに
より、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役の個人別の報酬等の内
容についての決定に関する方針に沿うものであると判断しております。

【取締役報酬の概要】
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、金銭報酬（基本報酬及び評価報酬）並びに業績連動型株式報

酬で構成されております。構成割合（標準的な業績達成度を100％とした場合）は、基本報酬55％、評
価報酬28％、業績連動型株式報酬17％です。一方、社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報
酬のみとしております。なお、いずれの取締役に対しても退職慰労金は支給しておりません。
（1）�　金銭報酬は、基本報酬と評価報酬で構成されております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、役

位に応じて決定するものとします。評価報酬は、変動報酬（一定額を毎月支給）とし、年度業績（連
結売上高、連結事業利益、ROE、ROIC）及び個別に設定する経営課題の達成度合いに応じて、標
準的な業績達成度を100％とした場合、0～200%の範囲で変動します。
評価項目は、①全社業績、②部門業績（事業本部・事業部）、③経営課題の３項目とし、業績評

価はそれぞれの項目ごとに独立しています。また、業績評価指標について、トップラインの持続的
な成長を目的に連結売上高、本業の持続的な成長を目的に連結事業利益、資本効率の向上を目的
に、2013年３月期よりROEを全社業績として採用しており、投下資本に対する効率性向上を目的
に、2016年３月期よりROICを事業部門業績として採用しております。
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（2）�　当社は、2020年６月25日開催の第75回定時株主総会における決議（決議時点の役員数22名）
に基づき、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員を対象として、2020年８月３日を制度開始
日として、中長期の業績達成状況に応じて、当社株式等の交付及び給付（以下、「交付等」という。）
を行う業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入し、2024年６月25日開催の第
79回定時株主総会における決議（決議時点の役員数19名）に基づき一部改定の上継続しております。
中長期的な企業価値向上を促すインセンティブ付与を意図した業績連動型株式報酬は、取締役（社
外取締役を除く）及び執行役員に対し、当社の中期経営計画に掲げる業績目標（連結売上高、連結
事業利益、ＲＯＥ）の達成度、当社のＴＳＲに係る評価（対TOPIX）及び役位等に応じたポイント
を付与し、在任中及び退任時に、付与されたポイント数に相当する数の当社株式を交付するという
制度であります。なお、この株式は退任後１年が経過するまでは譲渡できないものとしております。
また、当社の業績連動型株式報酬には、マルス（権利付与後権利確定前の減額）及びクローバッ

ク（権利確定後の返還）条項が含まれております。発動要件の一つが発生した場合にこれらの条項
を行使することができ、発動要件には職務の重大な違反、社内規程の重大な違反等一定の非違行為
を含みます。返還対象となる株式報酬は、非違行為が発生した事業年度における報酬の全部又は一
部であります。
本制度により、取締役及び執行役員には、毎年６月に、同年３月末日で終了する事業年度におけ

る中期経営計画に掲げる業績指標の目標値に対する達成度、当社のTSRに係る評価（対TOPIX）及
び役位等に応じたポイントが付与され、当該ポイントは在任期間中累積されます（以下「累積ポイ
ント」という。）。
なお、付与されるポイントの数は、標準的な業績達成度を100％とした場合、０～150％の範囲

で変動します。取締役及び執行役員に対する当社株式等の交付等は、累積ポイントの70％に相当す
る部分については、当社の中期経営計画の最終事業年度末日直後の７月頃に行われ、30％に相当す
る部分については、取締役及び執行役員の退任後又は死亡した時に行われます。また、取締役又は
執行役員が死亡した場合、死亡した時点における累積ポイントに相当する当社株式を株式市場にお
いて売却の上、その換価処分金相当額の金銭を、当該取締役又は執行役員の相続人に支給します。
なお、１ポイントは当社株式１株とし、１ポイント未満の端数は切り捨てます。ただし、当社株式
について信託期間中に株式分割・株式併合等を行った場合には、当社株式の分割比率・併合比率等
に応じて、１ポイントあたりの当社株式数及び１事業年度あたりに取締役及び執行役員に付与する
ポイント数（株式数）の合計の上限を調整します。
本制度にかかる株式報酬は、下記の方法に基づき算定されるものとし、１事業年度あたりに取締

役及び執行役員に付与する個別のポイント数（株式数）を確定します。
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（ポイント算定式）
 　付与ポイント数（※1）＝
 　（役位別基準株式報酬額（※2）÷ポイント算定株価（※3））×業績連動係数（※4）
 　（※1）小数点以下を切り捨て
 　（※2）�役位別基準株式報酬額は、当社が役位ごとに予め定めた株式報酬の基準となる報酬額と

します。
 　（※3）�ポイント算定株価は、本制度のために設定する役員報酬BIP信託（以下「本信託」という。）に

より取得される当社株式の平均取得単価（小数点第１位を四捨五入）とします。なお、本制度
を継続するために、本信託の信託期間の延長が行われた場合には、信託期間の延長に伴い本
信託により新たに取得された当社株式の平均取得単価（小数点第１位を四捨五入）とします。

 　（※4）�中期経営計画に掲げる各事業年度の業績指標の目標達成度、当社のTSRの対TOPIX超過率
に応じて０～150％の範囲で変動するものとします。なお、業績指標の達成度を測る各指
標の目標値は、当社の中期経営計画において公表する各事業年度の定量目標値とします。

【監査役報酬の概要】
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。なお、退職慰労金及び業績連動

型株式報酬は支給しておりません。

　②　取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数

区分 員数（名） 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円）

基本報酬 評価報酬 業績連動型
株式報酬

取締役 10 291 197 56 38
（うち社外取締役） （5） （53） （53） （－） （－）

監査役 6 89 89 － －
（うち社外監査役） （3） （39） （39） （－） （－）

合計 16 380 286 56 38
（うち社外役員） （8） （92） （92） （－） （－）

　（注）�１．�取締役の報酬限度額（基本報酬及び評価報酬）は、月額42百万円（1996年６月27日開催の第51回定時株主総会決議）であり、当該決議時の取締役は、25
名であります。

　　　　　 �また、2024年６月25日開催の第79回定時株主総会決議により、上記の取締役の報酬等の限度額とは別枠で、当社取締役（社外取締役を除く）及び執行役
員を対象とした業績連動型株式報酬制度を一部改定しております。本制度は当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度に対して、１事業年度当たりの
上限額を220百万円として信託金を拠出し、当社株式が信託を通じて取得され、中期経営計画に掲げる業績指標の目標値に対する達成度、当社のTSRに係る
評価（対TOPIX）及び役位等に応じて当該信託を通じて当社株式等の交付等を行う制度であり、当該決議時の取締役は５名であります。

　　　　　 �上記表中の業績連動型株式報酬の総額は、当該制度に基づき当事業年度中に受ける見込みの額が明らかになった株式交付ポイントに係る費用計上額等を記載
しております。

　　　 ２．�評価報酬は、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブを付与することを目的として、当社の年度業績（連結売上高、連結事業利益、ROE、ROIC）及
び個別に設定する経営課題の達成度合いに応じて変動する金銭報酬としております。また、業績連動型株式報酬は、中長期的な企業価値向上を促すインセン
ティブを付与することを目的として、当社の中期経営計画に掲げる業績目標（連結売上高、連結事業利益、ROE）の達成度等、当社のTSRに係る評価（対
TOPIX）及び役位等に応じたポイントを付与し、在任中及び退任時に、付与されたポイント数に相当する数の当社株式を交付する制度としております。
2025年度における年度業績に係る実績は、連結売上高は1,457,391百万円、連結事業利益は68,342百万円、ROEは6.6％となりました。なお、ROICは事
業部門業績における対外的に開示されていない指標であり、数値として開示いたしませんが、昨年実績と比較して、加工事業が悪化し、食肉事業及びボール
パーク事業が改善しました。

　　　 ３．�監査役の報酬等の限度額は、月額８百万円（1998年６月26日開催の第53回定時株主総会決議）であり、当該決議時の監査役は５名であります。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、当社及び当社グループ会社の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、会社法第430条の３
第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、株主や第
三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損
害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。
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（4）社外役員に関する事項
　①　当事業年度における主な活動状況

区
分 氏名

取締役会
出席回数

（出席回数／開催回数）

監査役会
出席回数

（出席回数／開催回数）
主な活動状況

取
締
役

河　野　康　子 19回／19回
（100%） ―

消費者問題に関する豊富な経験及び知見等に基づ
き、『中期経営計画2026』のテーマとして掲げた
「たんぱく質の価値を共に創る企業へ」と変革す
るための構造改革と成長戦略の推進・実行及び挑
戦する組織風土の醸成に関して、有益な提言を適
宜行っております。
また、役員指名検討委員会の委員長、独立社外役
員会議の議長、報酬検討委員会及びサステナビリ
ティ委員会の委員を務めました。

山　崎　徳　司 19回／19回
（100%） ―

証券アナリスト経験者としての専門的見地と豊富
な経験等に基づき、『中期経営計画2026』のテー
マとして掲げた「たんぱく質の価値を共に創る企
業へ」と変革するための構造改革と成長戦略の推
進・実行及び挑戦する組織風土の醸成に関して、
有益な提言を適宜行っております。
また、報酬検討委員会の委員長、役員指名検討委
員会及びサステナビリティ委員会の委員を務めま
した。

宮　崎　裕　子 19回／19回
（100％） ―

国内外の法律事務所における弁護士としての豊富
な実務経験、グローバル企業において法務担当役
員及び代表取締役社長を務めるなどの企業経営経
験に基づき、『中期経営計画2026』のテーマとし
て掲げた「たんぱく質の価値を共に創る企業へ」
と変革するための構造改革と成長戦略の推進・実
行及び挑戦する組織風土の醸成に関して、有益な
提言を適宜行っております。
また、役員指名検討委員会、報酬検討委員会及び
コンプライアンス委員会の委員を務めました。

小　山　正　彦 14回／14回
（100％） ―

ホテル・レジャー業界において代表取締役社長を
務めるなどの豊富な企業経営経験に基づき、『中
期経営計画2026』のテーマとして掲げた「たん
ぱく質の価値を共に創る企業へ」と変革するため
の構造改革と成長戦略の推進・実行及び挑戦する
組織風土の醸成に関して、有益な提言を適宜行っ
ております。
また、コンプライアンス委員会、役員指名検討委
員会、報酬検討委員会の委員を務めました。

40



監
査
役

北　口　正　幸 19回／19回
（100％）

19回／19回
（100%）

幅広い法的案件に対応する弁護士及び公認会計士
としての専門的見地と豊富な経験に基づき、公正
で客観的な立場から、グループ経営の適法性及び
妥当性を確保するための発言を適宜行っておりま
す。
また、役員指名検討委員会の委員を務めました。

西　山　　　茂 19回／19回
（100％）

19回／19回
（100%）

公認会計士及び大学院教授としての専門的見地と
豊富な経験に基づき、公正で客観的な立場から、
グループ経営の適法性及び妥当性を確保するため
の発言を適宜行っております。
また、サステナビリティ委員会のオブザーバーを
務めました。

中　村　克　己 19回／19回
（100％）

19回／19回
（100%）

リスク・危機管理及びコンプライアンス対応に専
門性を有する弁護士としての専門的見地と豊富な
経験に基づき、公正で客観的な立場から、グルー
プ経営の適法性及び妥当性を確保するための発言
を適宜行っております。
また、コンプライアンス委員会のオブザーバーを
務めました。

　（注）小山正彦氏の取締役会出席回数については、2025年６月25日の就任後に開催された取締役会を対象としております。

　②�　責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員として有用な人財を迎えることができるよう、現行定款において、社外役員との間で、

当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外
取締役である河野康子氏、山崎徳司氏、宮崎裕子氏及び小山正彦氏並びに社外監査役である北口正幸氏、�
西山　茂氏及び中村克己氏の各氏は、当社との間で、当該責任限定契約を締結しております。
当該契約内容の概要は次のとおりであります。

（a�）社外取締役又は社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社
法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

（b�）上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は当該社外監査役に責任の原因となった職務の遂
行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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１．基本的な考え方
　当社は、当社グループの社会的責任を果たすとともに、当社グループの企業理念を実現するために、「ニッポ
ンハムグループ・コーポレートガバナンス基本方針」をもとにした最適なガバナンス体制を構築する。
　運営にあたっては、グループ全体の経営の透明性と効率性を高め、迅速かつ適正な意思決定と業務執行の適正
性を確保し、積極果敢な経営判断を可能にするとともに、その責任を明確にすることを基本とする。
２．体制図（2026年４月１日現在）

【ご参考】当社のコーポレート・ガバナンス体制
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３．任意委員会
　当社は、より透明性の高い経営の実現に向けて取締役会の機能を補完するため、以下の６つの任意委員会を設
置しております。

役員指名検討委員会
代表取締役候補者・取締役候補者・監査役候補者の決定及び代表取締役社長以下
経営陣（業務執行取締役及び執行役員）の解職及び解任審議に対する透明性と客
観性を高めるため、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としております。

独立社外役員・会長・社長会議
独立社外役員と会長、社長の忌憚のない意見交換を通して、
当社グループの企業価値向上及び風土改革提言の場となる
ことを目的としております。

リスクマネジメント委員会
当社グループにおける、全社的なリスク等（リスクマネジメント、
コンプライアンス）を一元管理し、取締役会又は経営会議に対し
報告又は提言を行うことを目的としております。

報酬検討委員会
役員（執行役員を含む）の報酬の決定に対する透明性と客観性
を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としてお
ります。

サステナビリティ委員会
当社グループにおけるサステナビリティの取組みについて総合的
に検討し、取締役会に対し報告又は提言を行うことを目的として
おります。

独立社外役員会議
独立社外役員が、独立した客観的な立場に基づく情報交換と
認識の共有を図る場となることを目的としております。

任意委員会の構成（2026年４月１日現在）

地　　位 氏　　名 リスクマネジメント
委 員 会

サステナビリティ 
委 員 会

役 員 指 名
検 討 委 員 会

報 酬 検 討
委 員 会

独 立 社 外
役 員・会 長・
社 長 会 議

独 立 社 外
役 員 会 議

取 締 役 会 長 井川　伸久 ◎ ◎ ○
代表取締役社長 前田　文男 ○ ○ 〇 ○
取 締 役 秋山　光平 〇 ○ 〇 〇
取 締 役 木藤　哲大
取 締 役（ 社 外 ） 河野　康子� ＊ 〇 ◎ 〇 〇 ◎
取 締 役（ 社 外 ） 山崎　徳司� ＊ ○ 〇 ◎ ○ ○
取 締 役（ 社 外 ） 宮崎　裕子� ＊ 〇 ○ 〇 ○ ○
取 締 役（ 社 外 ） 小山　正彦� ＊ 〇 ○ 〇 ○ ○
監 査 役（ 社 外 ） 北口　正幸� ＊ ○ ○ ○
監 査 役（ 社 外 ） 西山　　茂� ＊ オブザーバー ○ ○
監 査 役（ 社 外 ） 中村　克己� ＊ オブザーバー ○ ○

◎委員長・議長　○委員　＊独立役員
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称
　　有限責任監査法人トーマツ

（2）会計監査人の報酬等の額
① 報酬等の額 235百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 449百万円

　（注）１�．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できな
いため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　 ２�．当社の重要な子会社のうち、NH�Foods�Australia�Pty．Ltd．及びDay�-�Lee�Foods,�Inc.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
　　　 ３�．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もりの算出根拠の相当性について必要

な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

（3）非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である株式売出しに伴うコンフォー
ト・レター作成業務及び改正リース会計基準導入に関する助言業務の対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価
し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合
には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nipponham.co.jp/corporate/ir/events/generalmeeting/）
に掲載しております。

（2）会社の支配に関する基本方針
　インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nipponham.co.jp/corporate/ir/events/generalmeeting/）
に掲載しております。

(3)　剰余金の配当等に関する事項
　①　剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として認識しております。当社の剰余金の配当等の決
定に関する方針につきましては、安定的な配当成長を基本とし、中長期的な企業価値向上を目的とした最適
な資本構成の実現に向けた資本政策の一環として位置付けております。
この基本方針の下、剰余金の配当につきましては、今中期経営計画期間においてDOE（親会社所有者帰属

持分配当率）の３％程度への引上げを目指し、株主の皆様への還元を継続的に成長させてまいります。あわ
せて、配当性向につきましては40％以上を目安とすることで充実を図ってまいります。
また、最適な資本構成の実現に向けては、資本コストの低減と資金調達に必要な信用力の維持を両立する

Ｄ/Ｅレシオの水準を想定しております。この方針に基づき、自己株式の取得を機動的に実施し、当社が資本
コストの観点から最も効率的と判断する株主資本の水準への最適化を図ることで、企業価値の向上を実現し
てまいります。

　②　剰余金の配当の状況
当期の配当につきましては、上記の方針に基づき、１株当たり160円（DOE2.8％、配当性向44.3％）と

させていただきました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　（注）�　本事業報告中に記載の金額は表示単位未満を、比率その他の数字は表示の数値未満を四捨五入して表示しております。
　　　ただし、株式数については表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（単位　百万円）
科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

（資　産　の　部） （負債及び資本の部）
流 動 資 産
現 金 及 び 現 金 同 等 物 68,679
営業債権及びその他の債権 157,430
棚 卸 資 産 153,504
生 物 資 産 38,291
そ の 他 の 金 融 資 産 7,337
そ の 他 の 流 動 資 産 13,061
流 動 資 産 合 計 438,302
非 流 動 資 産
有 形 固 定 資 産 376,092
使 用 権 資 産 44,946
生 物 資 産 1,412
無 形 資 産 及 び の れ ん 39,074
持 分 法 で 会 計 処 理
さ れ て い る 投 資 12,448
そ の 他 の 金 融 資 産 31,868
繰 延 税 金 資 産 28,429
そ の 他 の 非 流 動 資 産 24,906
非 流 動 資 産 合 計 559,175

流 動 負 債
有 利 子 負 債 47,949
営業債務及びその他の債務 114,173
未 払 法 人 所 得 税 15,514
そ の 他 の 金 融 負 債 11,185
そ の 他 の 流 動 負 債 58,245
流 動 負 債 合 計 247,066
非 流 動 負 債
有 利 子 負 債 180,599
退 職 給 付 に 係 る 負 債 11,568
そ の 他 の 金 融 負 債 1,227
繰 延 税 金 負 債 344
そ の 他 の 非 流 動 負 債 4,981
非 流 動 負 債 合 計 198,719
負 債 合 計 445,785

資 本
資 本 金 36,294
資 本 剰 余 金 70,326
利 益 剰 余 金 414,070
自 己 株 式 △30,542
その他の包括利益累計額 46,792
親会社の所有者に帰属する持分 536,940
非 支 配 持 分 14,752
資 本 合 計 551,692

資 産 合 計 997,477 負 債 及 び 資 本 合 計 997,477
　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

連結財政状態計算書（2026年３月31日現在）
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連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位　百万円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

売 上 高 1,457,391

売 上 原 価 1,206,807

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 192,984

そ の 他 の 収 益 16,839

そ の 他 の 費 用 18,320

金 融 収 益 4,079

金 融 費 用 4,333

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 1,320

税 引 前 当 期 利 益 54,545

法 人 所 得 税 費 用 17,627

当 期 利 益 36,918

当 期 利 益 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 35,066

非 支 配 持 分 1,852

当 期 利 益 36,918

　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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（単位　百万円）
科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流 動 資 産 358,597
現 金 及 び 預 金 20,612
売 掛 金 103,827
商 品 及 び 製 品 42,408
仕 掛 品 161
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 14,511
短 期 貸 付 金 14,965
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 149,478
未 収 入 金 10,385
そ の 他 2,253
貸 倒 引 当 金 △3
固 定 資 産 252,777
有 形 固 定 資 産 26,624
建 物 7,176
構 築 物 1,085
機 械 及 び 装 置 3,441
車 輌 運 搬 具 29
工 具 器 具 及 び 備 品 906
土 地 13,816
リ ー ス 資 産 80
建 設 仮 勘 定 91
無 形 固 定 資 産 27,485
ソ フ ト ウ エ ア 24,880
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 2,585
そ の 他 20
投資その他の資産 198,668
投 資 有 価 証 券 22,841
関 係 会 社 株 式 60,501
長 期 貸 付 金 106,390
長 期 前 払 費 用 90
前 払 年 金 費 用 11,586
そ の 他 3,246
貸 倒 引 当 金 △5,986

流 動 負 債 250,576
支 払 手 形 39
買 掛 金 126,905
短 期 借 入 金 33,820
１年内返済予定の長期借入金 2,500
リ ー ス 債 務 20
未 払 金 2,276
未 払 費 用 10,672
未 払 法 人 税 等 1,773
預 り 金 167
関 係 会 社 預 り 金 72,335
そ の 他 69
固 定 負 債 148,663
社 債 75,000
長 期 借 入 金 73,000
リ ー ス 債 務 60
長 期 未 払 金 6
繰 延 税 金 負 債 178
そ の 他 419
負 債 合 計 399,239

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 201,337
資 本 金 36,294
資 本 剰 余 金 55,212
資 本 準 備 金 55,212
利 益 剰 余 金 140,373
利 益 準 備 金 6,041
そ の 他 利 益 剰 余 金 134,332
固定資産圧縮積立金 499
オープンイノベーション促進積立金 37
別 途 積 立 金 95,000
繰 越 利 益 剰 余 金 38,796

自 己 株 式 △30,542
評価・換算差額等 10,798
その他有価証券評価差額金 10,798
純 資 産 合 計 212,135

資 産 合 計 611,374 負 債 及 び 純 資 産 合 計 611,374
　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

貸借対照表（2026年３月31日現在）
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（単位　百万円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

売 上 高 864,637
売 上 原 価 804,712

売 上 総 利 益 59,925
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 58,850

営 業 利 益 1,075
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 21,311
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 87
そ の 他 1,145 22,543

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,064
そ の 他 618 3,682
経 常 利 益 19,936

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,104
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,741
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 11
そ の 他 250 5,106

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 64
固 定 資 産 廃 棄 損 315
減 損 損 失 68
投 資 有 価 証 券 売 却 損 0 447
税 引 前 当 期 純 利 益 　 24,595
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,470
法 人 税 等 調 整 額 565 2,035
当 期 純 利 益 22,560

　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月７日

日本ハム株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人	ト	ー	マ	ツ
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池田賢重
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川合直樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 美濃部雄也

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本ハム株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基
準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社
及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で
求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示
項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

　・�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

　・�　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会
計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項
を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　・�　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監
督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報
告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上　
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月７日

日本ハム株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人	ト	ー	マ	ツ
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池田賢重
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川合直樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 美濃部雄也

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本ハム株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日ま
での第81期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

　・�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

　・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害
要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第81期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監
査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　（1）��監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　（2）��各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、監査部、コ

ンプライアンス部、グループ監査役室及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

　　①�　取締役会その他重要な会議及び各種委員会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査
いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。なお、上記については、適宜イン
ターネット等を経由した手段も活用しながら実施いたしました。

　　②�　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　　③�　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針（会社の支配に関する基本方針）については、
取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討いたしました。

　　④�　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」�
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な
検討事項については、有限責任監査法人トーマツと協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。

　�　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　（1）�事業報告等の監査結果
　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　　③�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
　　④　事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」の内容については指摘すべき事項は認められません。
　（2）�計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　（3）�連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　　　2026年５月８日

日本ハム株式会社　監査役会
常勤監査役 田　澤　信　之 ㊞
常勤監査役 小　田　信　夫 ㊞
監　査　役 北　口　正　幸 ㊞
監　査　役 西　山　　　茂 ㊞
監　査　役 中　村　克　己 ㊞

　（注）�　監査役�北口�正幸、監査役�西山�茂及び監査役�中村�克己は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外
監査役であります。

以　上　54



第81回�定時株主総会
会場のご案内
ブリーゼタワー		7階		サンケイホールブリーゼ
大阪市北区梅田二丁目４番９号

会場

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント�
を採用しています。

※			本総会専用の駐車
場の用意はござい
ませんので、ご了
承ください。

株主総会に関するお問合せ先
日本ハム株式会社	総務部
☎	06-7525-3025
9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

〇JR「大阪」駅下車（桜橋口・西口）より徒歩5分

〇阪神「大阪梅田」駅下車（西口）より徒歩５分

〇大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅下車�
徒歩4分または（10号出口）より徒歩３分

〇JR東西線「北新地」駅下車
（10号出口）より徒歩3分

JR「大阪」駅・阪神「大阪梅田」駅・
大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅より
地下通路（ガーデンアベニュー・西梅田
地下歩行者通路）で直結しております。

JR「大阪」駅からは西口、JR東西線「北
新地」駅からは10号出口をご利用いただ
き、地上からご入館いただくと便利です。

●		車いすでのご来場の方に
は、会場内に専用スペース
を設けておりますので、当
日受付時にお申し出くださ
い。

●		お身体が不自由な株主様の
同伴の方、盲導犬等はご入
場いただけます。

●		その他、会場での配慮が必
要な方は、準備の都合上、
2026年６月17日（水曜日）
までに、以下の窓口までお
申し出ください。

交通のご案内	

●	株主総会のお土産はご用意しておりません。
●	株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

JR大阪駅

桜橋交差点
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阪
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JR東西線 北新地駅

阪神 大阪梅田駅

阪神梅田本店ヒルトンプラザ
イースト   

ヒルトン
大阪

ハービスエント 

至神戸

大阪駅前
第一ビル

JPタワー大阪
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大丸梅田店 

ヨドバシ梅田

ヒルトン
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西
梅
田
駅

株主総会会場
サンケイホール

ブリーゼ

LUCUALUCUA1100

JR
桜橋口

JR
西口

10号
出口

6-47出口ブリーゼブリーゼ
よりお入りください。

ガーデンアベニュー
（西梅田地下歩行者通路）

最寄駅からのアクセス方法




